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((22))  農農業業経経営営体体  
((令令和和22((22002200))年年のの農農業業経経営営体体数数はは110088万万経経営営体体でで、、9966%%がが個個⼈⼈経経営営体体))  

農業経営体1全体の数は減少傾向にあり、
令和2(2020)年は107万6千経営体と15年前
の平成17(2005)年の200万9千経営体と⽐
べて46%減少しました。 

農業経営体のうち96%を占める個⼈経
営体が減少傾向の⼀⽅、4％を占める団体
経営体は微増傾向で推移しています(図図表表  
特特--55)。 

個⼈経営体の数は、主業経営体2、準主業
経営体3、副業的経営体4の全ての分類で減
少しており、特に、準主業経営体の減少割
合が⼤きくなっています。 

 
 

 
1 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
3 ⽤語の解説2(1)を参照 
4 ⽤語の解説2(1)を参照 

 
福井県若狭

わ か さ
町

ちょう
の有限会社かみなか農楽舎

のうがくしゃ
は、地域の農業者の減少・⾼齢化や

荒廃農地の増加等の課題に対して、集落住⺠と⾏政と株式会社類
るい

設計室
せっけいしつ

が出資し
て平成13(2001)年に設⽴された農業法⼈で、借り⼊れた⽔⽥45haでの⽔稲等の⽣
産・販売に加えて、農業体験の受⼊れを事業として実施しています。 

かみなか農楽舎では、「都市からの若者の就農・定住を促進し集落を活性化す
る」との⽬的で、年間3⼈程度の新規就農を希望する都市の若者に対して2年間の
農業栽培技術・農村⽣活の研修を⾏っています。農村⽣活の研修では農村の⼀員
として地域の活動に参加することもカリキュラムに組み込まれており、こうした
活動等を通じて、受け⼊れる地域住⺠等との信頼関係の向上が図られています。 
 研修後は、後継者等不在の認定農業者*等からの経営継承により
⾃⽴して新規就農者になる研修⽣、地元の担い⼿農家と共同経営で
法⼈を設⽴する研修⽣、かみなか農楽舎に就職する研修⽣等がお
り、農業法⼈が研修⽣に対して多様な就農のゴールを提⽰すること
が可能となっています。 

令和3(2021)年度までに49⼈の若者の⻑期研修⽣が卒業してお
り、そのうち26⼈が若狭町内での就農・定住やかみなか農楽舎へ
の就職により地域農業を⽀えるとともに、それ以外の研修⽣も県外
での就農や⻘年海外協⼒隊員として農業指導を⾏うなど、研修⽣は
各⽅⾯で活躍しています。 

 
＊ ⽤語の解説3(1)を参照 

農農業業技技術術のの指指導導をを受受けけるる研研修修⽣⽣
資料：有限会社かみなか農楽舎 

((事事例例))  農農業業法法⼈⼈でで研研修修をを受受けけたた新新規規就就農農希希望望者者がが町町内内外外でで活活躍躍((福福井井県県))  

資料：農林⽔産省「農林業センサス」 
 注：1) 各年2⽉1⽇時点の数値 

2) 主業経営体…65歳未満の世帯員(年60⽇以上⾃営農業に従事)
がいる農業所得が主の個⼈経営体 

準主業経営体…65歳未満の世帯員(同上)がいる農外所得が主
の個⼈経営体 

副業的経営体…65歳未満の世帯員(同上)がいない個⼈経営体 
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図表 特-5 農業経営体数 
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